
令和３～８年度汚泥再生処理センター機械警備業務仕様書 

 

１ 業務名 

令和３～８年度汚泥再生処理センター機械警備業務 

２ 履行場所 

東広島市西条町上三永 10759 番地 2 広島中央エコパーク 

３ 履行期間 

令和４年２月１日から令和９年 1 月３1 日まで 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

４ 業務対象施設の名称 

汚泥再生処理センター 

５ 業務内容 

汚泥再生処理センターにおいて、警備業務用機械装置を使用して行う警備業務を実施する。 

６ 業務目的 

警備対象施設において起こり得る火災・破壊・不正・不良行為等のあらゆるリスクを分析し、事故等の発

生を警戒、予防するための適正な警備計画を立案し、それに基づき警備を行うことにより、身体、生命、財産

を保護するとともに、施設業務の円滑な運営の維持に資することを目的とする。 

７ 業務仕様 

（1）本仕様書に定めがない事項は、添付の機械警備業務共通標準事項（以下、「標準事項」という。）による。 

（2）本仕様書及び標準事項に定めがない事項は、施設管理担当者と協議するものとする。受注者は業務に支障

をきたさないよう、業務に関する事項について前任の受注者から十分引継ぎを受けること。また、受注者の変

更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、業務に関する事項について後任の受注者へ

十分に引継ぎをすること。 

（３）著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている作業方法等の使用に関しては、その費用負担及び

使用交渉の一切を受注者において行う者とする。 

（４）業務にあたっては、個人情報保護及び情報セキュリティー対策を行うこと。 

８ 業務詳細 

（１）警備業務用機械装置 

警備業務用機械装置の機能は、次による（○印があるもの）。また、業務期間終了後は、原則として警備業務

用機械装置を撤去する。 

装置概要 本業務該当 備 考 

①建物外周部のドア、ガラス等の破損及び開閉を感知する機能 ○  

②施設内へ侵入者を感知し、表示する機能 ○  

③火災発生を感知する機能 ○  

④ガス漏れを感知する機能   

⑤金庫盗難を感知する機能   



⑥機械装置及びセンサーの破壊、配線の切断等の異常を監視する機能 ○  

⑦非常通報押しボタンにより非常信号を感知する機能   

⑧施設内各種設備警報盤と結線し異常を種類別に監視する機能 ○ 火災含む 

⑨警備の開始、解除の操作を行う機能 ○  

⑩基地局に異常等の信号を送信する機能 ○  

⑪通信回線の断線を監視する機能 ○  

⑫通信回線が使用中の場合、強制切断して警報信号を送信する機能 ○  

 

（2）設置基準 

   ① 警備業務用機械装置の設置にあたっては、次に掲げる設置基準を満たすこと。 

機器種類 数量 設置場所 

制御装置、送信機 1 台 中央監視室 

操作器（カードリーダー） 1 台 作業員控室～廊下５出入口 

開閉センサー（マグネットセンサー） ９個 警備対象区域からの出入口５カ所 

空間センサー（熱線センサー） ４個 中央監視室、水質試験室ほか４カ所 

フラッシュライト １台 廊下 5～廊下２出入口 

センサーライト １台 操作器上部 

ア 警備を実施するために設置する警備機器は、上記基準に基づくとおりとするが、この業務を実施する

ために必要な場合は、この他にも適宜適切な警備機器を設置すること。  

イ 受注者は、事前に現地確認、調査を行い、仕様及び警備業務等について、その内容を記載した書面、

警備図面等を提示の上、発注者の承諾を得て設置し、受注者の警備受信装置に結線するものとする。  

ウ 警備機器と基地局の通信に要する回線は、既存の電話回線または光回線を使用するものとする。  

エ 火災については、常時監視を行うものとする。  

オ 警備機器の操作方式は、磁気等で個別識別機能を有するカード形式とすること。  

カ 停電・その他の機器異常においても、バッテリー・警備員の巡回等で対応し、警備を維持させること。  

キ 配線は原則隠ぺい配線とすること。なお、電線を壁内に敷設する場合は、電線管により保護すること。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

② 設置場所  

別紙図面のとおり  

   ③ 保守点検等  

ア 受注者は、警備機器の正常な機能を維持するため、適宜保守点検を行い、その結果を報告すること。  

イ 受注者の責により警報機器が作動不能になった場合は、受注者は警備員が巡回するなど代替の警備

対策を講ずること。 

（3）警備員 

本業務に従事する警備員は、警備業法（昭和 47 年 7 月 5 日 法律第 117 号）第１４条に定める警備員の

制限に該当しないこと。 



（4）警備計画書等 

警備業務の実施にあたり、警備計画書及び警備業務用機械装置の配置平面図を作成し、施設管理担当者

へ提出するものとする。 

（5）業務の報告 

機械警備中においては異常が発生した場合は警備報告書を作成し、あらかじめ指定された方法により報告

するものとする。 

（6）服装等 

① 警備員の服装及び装備品は、原則として受注者の定めるものとする。ただし、護身用具を携帯する場合

には、施設管理担当者と協議する。 

② 制服については、次の基準を満たしていること。 

ア 色彩が警察官等の服装の色彩と明らかに異なること。 

イ 形式が詰襟である等警察官等の制服の形式と明らかに異なること。 

ウ 警備業者の名称を表示した標章（60 平方㎝以上）を上位の胸部及び上腕部に付けること。 

（7）鍵の取扱い 

預託された施設の鍵の取扱いは、警備計画書によるほか次による。 

① 厳重に保管する。 

② 複製しない。 

③ 業務期間終了後に返却する。 

④ 鍵の使用及び貸出は、指定された方法により管理する。 

（8）業務引継 

受注者は、施設の管理運営が遅延なく円滑に遂行されるよう努めなければならない。 

このため、受注者は、発注者及び前回受注者から業務内容において、十分な引継ぎを受けるものとし、また、

次回業務受注者に対し、十分な引継を行うものとする。 

（9）警備責任時間帯 

警備責任時間帯は、原則として防犯開始（セット時）した時点より、防犯設備のセットが解除された時点まで

とする。 

（10）業務内容 

基地局において、異常を感知した場合は、警備員が施設へ急行し、施設の外部及び内部を点検し、異常の

有無を確認する。なお、必要に応じ次の業務を行う。 

① 現場に応じた緊急措置 

ア 火災を確認した場合の初期消火作業、避難誘導 

イ 現場保存の対応業務 

ウ 現地で警備員が業務上の契約にないが、状況の判断から緊急避難的に行う業務 

エ その他、緊急措置として必要な事項 

② 施設管理担当者への連絡 

③ 基地局への連絡 



④ 警察、消防署等への連絡 

 自動火災報知設機は、高効率ごみ発電施設と連携しているため、移報時の連絡方法及び取扱いにつ

いて、あらかじめ施設管理担当者と協議すること。 

（１1）書面の交付 

受注者は、警備業法施行規則（昭和 58 年 1 月 10 日総理府令第 1 号）第 33 条第 1 項第 5 号に定める事

項について記載した書面を提出するものとする。ただし、それぞれの事項は１つの書面であることを要せず、契

約書、警備計画書、パンフレット等複数の書面でもよい。 

（１2）機械警備等の設置及び撤去 

受注者は、契約締結後警備開始前までに受注者の負担により警備機械等の設置を行うものとする。また、契

約期間終了後は受注者の負担により当該警備機械等の撤去を行うものとする。 

① 警報装置の設置場所は、3 階の適切な場所に別紙図面を参照し取り付けるものとする。 

② 警報装置は自動火災報知機と連結するものとする。 

③ 警報盤及び警備制御盤関係は、３階中央監視室に設置するものとする。なお、警備専用回線は中央監

視室 MDF にて接続すること。 

④ ３階作業員控室出入口に非接触式のカードリーダ（操作盤）を設置するものとする。 

⑤ 設置場所・方法で問題がある場合は、発注者・受注者で協議することができるものとする。 

 

９ その他 

（１）受注者の責めに帰すべき事由により警備責任時間帯に機械による警備ができなくなったときは、代替警備員

の配置等機械による警備と同等又は同等以上の警備体制を受注者の負担により講ずるものとする。 

（２）部分払い 

①本委託は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。 

履行区分 支払金額 支払種別 

令和 4 年 2 月から令和８年 12 月までの各月履行分 円 部分払（部分引渡し） 

令和９年 1 月履行分 円 完了払 

② 部分払金を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていなければならない。 

③ 部分払の額は、契約金額を 60 で除した額（当該額に円単位未満の端数がある場合は、その端数を切り

捨てた額）とし、完成払いはその残額とする。 

 

 

 

 

 



（別紙）設置場所 汚泥再生処理センター機械警備業務 
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特約事項 

 

第１条 この契約は、長期継続契約（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の 3 に規定す

る契約をいう。）であるため、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降において、発注

者の歳入歳出予算の金額が減額され、又は削除された場合は、発注者は、この契約を変更し、又

は解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を変更し、又は解除しようとする場合は、変更し、又は

解除しようとする会計年度の初日の前までに、受注者にその旨を通知しなければならない。 

３ 受注者は、第１項の規定により発注者が契約を変更又は解除したことに起因して損害を受ける

ことがあっても、その損害を発注者に請求することができない。 

 

第２条 受注者は、発注者が仕様書で委託業務の完了前に部分払の支払いを約した場合においては、

履行部分に相応する契約金額相当額の１０分の９以内の額について、次項以下に定めるところに

より部分払を請求することができる。ただし、当該履行部分を他の部分から切り離すことができ

る場合、又は同一の業務を反復継続して行うことを内容とする契約にあっては、仕様書に別に定

める額、又は履行部分に相応する契約金額相当額の１０分の１０以内の額を請求することができ

る。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行部分の検査を

発注者に請求しなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から１０日以内に、前項の検査を完了し

なければならない。 

４ 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合におい

ては、発注者は、当該請求を受けた日から３０日以内に部分払金を支払わなければならない。 

６ 部分払金の額は、仕様書に別に定めた場合を除き、次の式により算定する。この場合において

第１項の契約金額相当額は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、当該協議を開始した

日から１４日を経過する日（発注者があらかじめ協議の期限を定めた場合にあっては、当該期

限）までに協議が調わないときは、発注者が定めるものとする。 

 部分払金の額≦第１項の契約金額相当額×（９／１０）（当該履行部分を他の部分から切り

離すことができる場合、又は同一の業務を反復継続して行うことを内容とする契約にあっては、

部分払金の額≦第１項の契約金額相当額×（１０／１０）） 

７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第

１項及び第６項中の「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象とな

った契約金額相当額を控除した額」と読み替えて、これらの規定を準用する。 
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